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1. これまで、相互運用標準モデルの信頼性を担保するために第三者機関における適合性評価の必要性について議論をしてき
た。本年度においては文部科学省の「教育データの利活用に関する有識者会議」における令和６年度議論のまとめにおい
ても、標準を満たしていることの見える化に向けた取り組みとして、適合性評価の必要性について言及されるとともに、
ファーストステップとして、適合性をセルフチェックする仕組みについて令和７年度以降早期の運用開始を目指すことが
示された

2. 上記を踏まえ、第一回専門家会議においては、製品・サービスを提供する事業者自らが、相互運用標準モデルに記載され
た技術仕様・運用指針に従うことを、セルフチェックする適合宣言書の運用について提案を行った

① 提案に対して複数委員の方からセルフチェックでは標準モデルを正しく実装できていることが担保できず、宣言し
たものの実際には適合していない場合に混乱が生じる可能性が高いと指摘があった

②  有識者会議の議論のまとめで言及があるように、相互運用標準モデルに従って実装していることをわかりやすく明
示する「見える化」は、自治体等が製品・サービスを調達する際や相互運用のために製品・サービスの接続を試み
る際に重要であると考えられる

適合性評価についてのサマリ（1/2）
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3. これらから、適合宣言書による宣言の方法と位置付けは以下になると考える

① 事業者が提供する製品・サービスについて、各事業者が自らの責任の下、「相互運用標準モデルの技術仕様に従って実
装する」「相互運用標準モデルの運用指針に従う」ことを「見える化」することのファーストステップとして行うもの
である

② なお、宣言はあくまでもセルフチェックであり、実装の正しさについては各社差が生じる。また、運用指針の遵守も監
視はできない。第三者機関による適合性評価、実装の正しさのレベル向上のための接続テスト環境等構築は継続検討事
項とする

③ 適合宣言書による宣言によって当該製品・サービスには「相互運用標準モデル対応（技術仕様：Ver〇.00）」と記載可
能とする。これにより自治体等にとって調達の際の製品・サービスの検索性の向上が期待される

④ また、適合宣言書による宣言は運用指針の「本標準モデルに準拠した製品やサービスについて接続の要望があったとき
は、それに対応する」という点において、原則として標準に準拠した製品・サービスであることを示す手段の一つとな
る

⑤ 各事業者が記載した適合宣言書を当該製品・サービスのWEBサイトで公開したことを以って、宣言したとみなす

4. 適合宣言書の運用の際には仕組みが形骸化しないよう、事業者への周知はもとより自治体へ周知が重要であるとの意見もあっ
た。令和７年度以降早期の実現に向けては文部科学省にて運営体制や周知方法も検討し、実施すべきである

5. また、第三者機関における適合性評価については、「教育データの利活用に関する有識者会議」の令和６年度議論のまとめに
おいて、「第三者機関において標準への適合性を確認する仕組みの在り方や実現方策、実現に向けた工程等を令和７年度より
具体的に検討する。」ことが記載されており、引き続き検討がなされる

適合性評価についてのサマリ（2/2）



適合性評価の実現ステップ
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まずは相互運用標準モデルを満たしていることを「見える化」すべく、適合宣言書の運用をファーストステップとして早期運用開
始を目指す

第三者機関による適合性評価

• 標準モデルに準拠してい
ることへの基準を設け、
基準を満たしているかの
判断を行うことで認証を
行う

• 調達者がより安心して準拠製品・サービスを選択できる
環境を構築

• 製品・サービス提供事業者の開発コストの低減
• 運用指針に従った健全な市場を形成

相互運用標準モデルを満たして
いることの「見える化」

相互運用標準モデルの信頼性向上

• 「標準」を規定すること
で、相互運用が可能

• 標準に対応していること
を「見える化」する共通
のルールがない

• 第三者機関の在り方や適
合性評価の運営コスト負
担など実現方策の検討が
必要

現状
• セルフチェックによる適合

宣言書によって標準モデル
を満たしていることを明示

• 標準に従って正しく実装し
ているか、運用指針を遵守
しているかは評価不可

相互運用標準モデル
適合宣言書の運用

まずは、ファーストステップをスタートさせ、今後の適合性評価をより有用な仕組みにしていくため、見えた課題
の洗い出しや対応案の検討を行う

イメージ



製品・
サービスA

製品・
サービスB

適合宣言書による「見える化」の意義
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事業者A

学校
設置者

適合
宣言書

事業者B

適合
宣言書

「相互運用標準モデル
対応(Ver.〇〇)」

「相互運用標準モデル
対応(Ver.〇〇)」

学校設置者が相互標準モデ
ル準拠製品・サービスを要
望する場合に参照が可能

製品・サービス提供事業者同
士が接続する際に少なくとも
標準に対応した製品・サービ
スであることが確認できる

民間
事業者 等

製品・
サービスA

製品・
サービスB

民間の事業者等によって、
カオスマップ等の一覧化が
なされるなど検索性の向上
も考えられる

相互運用標準モデルに準拠した製品・サービスを見える化することで、学校設置者だけでなく事業者にもメリットがあると考えら
れる。また民間事業者等の一覧化などによる当該製品・サービスの検索性の向上も期待される

✓ セルフチェックによる宣言のため、正しく実装できているかのレベルは担保できない。今後接続テスト等の環境の準備が必要



適合宣言書の運用案
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適合宣言書にて、標準モデルに記載される技術仕様に従って実装する旨と運用指針の遵守をセルフチェックすることで適合宣言を
行う。チェックを行った適合宣言書を当該製品・サービスのWEBサイトにて公開することで宣言を行ったとみなす。宣言した場合
において「相互運用標準モデル対応（技術標準Ver.〇.00）」の文言の使用が可能

適合宣言書（学習eポータル）

適合宣言書（セルフチェックによる適合宣言）の記載 適合宣言書を当該製品・サービスのWEBページに公開

技術仕様
製品・サービス WEBページ
＊相互運用標準モデル対応

(技術標準Ver.5.00）

〇〇〇〇〇〇

• 相互運用標準モデル 
適合宣言書

• セルフチェックを行った適合宣言書を公開することで宣言
とみなす

• 宣言をアピールするため、公開済みの場合は「相互運用標
準モデル対応（技術仕様：Ver〇.00）」の文言を利用可能

• １年ごとに標準モデルの更新に合わせて最新のフォーマッ
トで宣言 ※運用指針は常に最新の標準モデルVer.に従う

対象は学習eポータ
ル、校務支援シス
テム、学習ツー
ル、LRS 

本製品・サービスは相互運用標準モデルに
従って実装しています

運用指針

運用指針① 〇〇〇〇〇〇
運用指針①を遵守します

運用指針②  〇〇〇〇〇〇
運用指針②を遵守します・

・

確認日
企業・団体名 〇〇〇〇
確認者の氏名 〇〇〇〇

✓ 実装した標準モデルの
Ver.を選択

✓ 標準モデルに従い実装し
ていることをチェック

✓ 運用指針毎に遵守する旨
をチェック

✓ 運用指針は常に最新の標
準モデルに記載のものに
従う

✓ 当該製品・サービスの
WEBページに適合宣言
書を公開

学習eポータル・校務支援システム・学習ツール・LRS の 製品・サービス の単位で適合宣言書を公開する

対象となる相互運用標準モデルのVer. 5.00

✓ 確認日、企業・団体名、
確認者の氏名を記載

製品・サービス名 〇〇○



チェック項目の比較
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技
術
仕
様

運用指針

実装

実績

学習eポータル 学習ツール 校務支援システム LRS

✓ 運用指針毎に内容を確認し、遵守する旨をチェック

実装した相互運用標準モデルのVer. を記載

✓ 標準モデルに従いLTIで学習ツー
ル（MEXCBT含む）と連携した
実運用実績 

✓ 標準モデルに従い校務支援システ
ムからOneRoster CSVで名簿情
報を連携した実運用実績 

✓ 標準モデルに従い学習eポータル
と接続した実運用の実績 

✓ 標準モデルに従い学習eポータル
とOneRoster CSVで名簿情報を
連携した実運用実績 

実績のチェック欄は無し

✓ 本製品・サービスは相互運用標準
モデルに従って実装 

✓ 標準モデルに従い学習eポータル
とLTIで連携する機能を実装

✓ 標準モデルに従いxAPIフォー
マットでスタディ・ログの出力機
能を実装  

✓ 標準モデルに従いOneRoster
CSVで名簿情報を出力する機能を
実装 

✓ 本製品・サービスは相互運用標準
モデルに従って実装しています 

４つのコンポーネントごとのチェック項目の差異や共通項目をまとめると以下のイメージ。運用指針については、今後コンポーネ
ント毎に内容を分けるかについても検討が必要



適合宣言書 イメージ
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確認日、企業・団体名と確
認者の氏名を記載

標準モデルに従って実
装していることを宣言

各運用指針を遵守
する旨をチェック

運用指針は最新のVer.
の標準モデルに従う

実装した標準モデルの
Ver.を記載

実運用の実績の有無を
チェック

学習eポータルだけでなく、学習ツール、校務支援システム、LRSも同旨の適合宣言書を作成することを想定



今後の進め方
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• 適合宣言書については文科省の判断のもと令和７年度以降早期の運用開始を目指す
運用開始に向け、本年度の専門家会議における意見を取り入れた上で検討を進める

➢ 仕組みの形骸化を防ぐため、事業者や自治体への周知方法も合わせて検討

➢ 適合宣言書の提供、適合宣言書に関する問い合わせ対応、また、標準モデルの更新に合わせた適合宣言書の
更新等を行う運営方法なども検討

• 第三者機関において標準への適合性を確認する仕組みの在り方や実現方策、実現に向けた工程等については、「教
育データの利活用に関する有識者会議」の令和６年度議論のまとめにおいて「令和７年度より具体的に検討す
る。」ことが明記されており、引き続き検討がなされる
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